
 

長島町包括委託公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 趣旨 

本町で遂行している行政事務を包括的に委託することにより、事務の効率化、経費削減及び

人材確保を図るため、同事務を受託する業者の選定を目的として長島町包括委託公募型プロポ

ーザルを実施する。 

 

２ 業務概要 

（１）業務名  長島町包括委託業務 

（２）業務内容 業務内容の詳細は、「長島町包括委託仕様書」及び「業務一覧表及び従事

者配置表」のとおり 

（３）履行場所 長島町役場及び各出先機関 

（４）委託期間 令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで 

（５）契約方法 プロポーザルにより選定した交渉権者を相手方として、地方自治法施行令

第１６７条の２第１項第２号の規定による随意契約を行う。 

（６）委託料上限額 年間２６０，０００，０００円（消費税１０％含む） 

 

３ 参加資格要件 

本手続に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たしている者とする。 

（１）地方自治法施行令第１６７ 条の４第１ 項の規定に該当しない者であること。 

 （２）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員又は暴力団若

しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（３）会社更生法に基づく更生手続き開始若しくは更生手続き開始の申立てがなされていな

いこと、又は民事再生法に基づく再生手続き開始若しくは再生手続き開始の申立てがな

されていないこと。 

（４）国税、都道府県税、市町村税等の滞納がないこと。 

（５）プライバシーマークまたはＩＳＭＳの認証を受けていること。 

 

４ 参加に係わる必要書類の提出 

上記３に記載する参加資格要件を満たし、本手続きに参加する場合は、次の必要書類を提出

すること。 

（１）参加申込書（様式第１号） 

（２）参加申込事業者概要書（任意様式） 

（３）業務実績書（様式第２号） 

（４）商業登記簿謄本（写し可） 

（５）財務諸表（貸借対照表及び損益計算書） 



（６）国税、都道府県税、市町村税の滞納のない証明書（写し可） 

 （７）提案書（任意様式） 

（８）見積書及び見積内訳書（任意様式） 

 

５ 提出資料等の作成時及び提出時の注意事項 

（１）様式は、すべてＡ４サイズとする。 

（２）提出部数は、すべて６部とし、それぞれ１部ずつ綴じ込みを行うこと。 

（３）提出資料の作成等に要する経費は、事業者負担とし、提出資料の返却は行わない。 

（４）提出期限後の提案書の修正・変更は認めない。 

 （５）見積書作成にあたっては、「業務一覧及び従事者配置表」に基づき作成することと

し、賃金額については、これまでの額を参考とすること。なお、見積金額には次に掲

げる経費を含むのとする。 

ア 事業主負担としての雇用保険、社会保険料等 

イ 社員教育研修費、福利厚生費、労務管理経費等 

ウ 業務遂行に係る損害保険料等 

エ 消耗品、被服費 

（６）本町から提供する書類は、次に掲げる資料とし、長島町ホームページより取得する

こと。 

ア 参加申込書（様式第１号） 

イ 業務実績書（様式第２号） 

ウ 仕様書 

エ 「業務一覧及び従事者配置表」については、参加申込事業者にメールで送付する。 

 

６ 提出方法及び提出期限 

（１）提出方法  持参又は郵送（特定郵便、簡易書留、一般書留のいずれか）とする。 

（２）提出期限  令和２年１月１４日（火）午後５時（必着） 

 

７ 質疑事項 

（１）質疑がある場合は、質問票（様式第３号）により、令和２年１月６日（月）午後５

時までに総務課担当まで電子メールにより行うこと。 

（２）回答は、参加申込書を提出したすべての事業所にメールで回答する。 

 

８ 選定方法等 

（１）契約予定者の選定は、「長島町包括委託に係る受託候補者選定委員会」が行う。 

（２）１次審査は、書類審査とし、提出された資料、提案書の内容を総合的に審査し、令

和２年１月１７日（金）までに電子メールにて合否を通知する。 

（３）２次審査は、プレゼンテーション審査とする。 



（４） 最も優れた提案を行った者を優先交渉権者とし、次順位交渉権者まで選定を行う。 

（５）審査内容及び審査経過については公表しない。また、審査に関し、異議申し立ての

受付も行わない。 

（６）プレゼンテーション審査における選定項目は、以下のとおりとする。 

評価項目 選定項目 配点 小計 

会社概要等 ①  会社概要及び財政状況 ５ ５ 

業務体制等 ②  業務体制及び業務執行計画 １５ ２５ 

③ 地域貢献（地元雇用等）に対する考え方 １０ 

業務遂行能力 ③  各業務及び包括業務に対する考え方 ２０ ３０ 

⑤ 人材育成及び研修体制に対する考え方 １０ 

危機管理 ⑥ 個人情報保護に対する考え方 １０ １０ 

委託業務費 ⑦ 見積金額及び積算内訳 ２０ ２０ 

その他 ⑧ その他の独自提案 １０ １０ 

 

（７）業者選定に当たっての評価基準は、以下のとおりとする。 

ア 会社概要及び財政状況 

会社の規模、決算関係書類（貸借対照表及び損益計算書）による経営状況を総合的

に判断し、将来にわたり安定して業務を行い得る経営基盤があるか。 

イ 業務体制及び業務執行計画 

（ア）責任をもって業務を遂行できる能力と立場にある人員の配置がどのようにでき

るか。また、業務における指揮命令系統と管理・責任体制がどのようになってい

るか。業務従事者配置計画は適切か。 

（イ）急な欠員が生じた場合、即座に対応できる人員体制がどのようにとれるか。 

（ウ）業務執行計画について業務フロー図等は適切か。 

（エ）業務開始前の習熟期間について、どのような移行体制、移行計画を予定してい

るか。 

ウ 地域貢献（地元雇用等）に対する考え方 

（ア）地元からの雇用について、どのように考えているのか。 

（イ）地元経済への貢献度について、どのように考えているのか。 

エ 各業務及び包括業務に対する考え方 

（ア）仕様書に定める各業務において、業務経験を有する人員の効果的な配置は可能

か。 

（イ）ＯＡ機器等の取扱いに習熟した者を配置できるか。 

（ウ）法令等に対する知識があり遵守できるか。 

（エ）法的な対応が必要になった場合、長島町が関わることなく、受託事業者が単独

で対応できるか。 



(オ) 将来的な展望等、包括業務について、どのように考えているか。 

オ 人材育成及び研修体制に対する考え方 

（ア）人材育成の方針は定めているか。または、その体制が整っているか。 

（イ）業務を遂行する上で、具体的な研修計画はあるか。また、接遇能力等の向上を

図る研修はあるか。 

カ 個人情報保護に対する考え方 

（ア）業務を遂行する上での個人情報の具体的な管理体制は、どうなっているのか。 

（イ）社員に対し情報セキュリティに関する指導・研修をどのように行うか。 

キ  見積金額及び積算内訳 

適正かつ明確な積算内訳がなされているか。 

ク その他独自提案 

事務の効率化、行政サービスの向上を図るために独自の企画提案があるか。 

 

９ プレゼンテーション審査（２次審査） 

（１）実施日   令和２年１月２４日（金） 開始時間については別途通知 

（２）実施場所  長島町役場２階応接室 

（３）実施時間  １事業者につき５０分以内 （説明時間を３０分以内とし、２０分程度

の質疑を予定） 

（４）出席者   ５名以内 

（５）その他 

ア 説明は提出された提案書を基に行うこととし、変更や差し替えは認めない。 

イ プレゼンテーションに必要な場合は、会場に用意するプロジェクター及びスクリー

ンの使用を可とする。ただし、パソコン等の機器は持参のこと。 

 

１０ ２次審査結果通知 

（１）通知予定日 令和２年１月２８日（火） 

（２）通知方法  ２次審査に参加した事業者に対し電子メール及び文書にて通知する。 

 

１１ 契約締結 

（１）契約額については、見積金額及び積算内訳を参考に再度業務内容を精査及び協議

し、最終的な見積書の提出をもって決定する。 

（２）優先交渉権者と契約が成立しない場合は、次順位交渉権者と契約交渉を行う。 

（３）提案に基づく契約は、地方自治法第２３４条の３及び地方自治法施行令第１６７条

の１７に規定する長期継続契約であるため、契約締結の属する年度の翌年度以降にお

いて、当該契約を変更し、又は解除することがある。 

（４）業務によっては、事業者選定後、協議の上、提案内容を補正することがある。 

 



１２ 今後の日程（予定） 

期日 内容 

令和元年１２月２０日（金） プロポーザル実施要領告示 

令和２年１月６日（月） 質問票受付締切 

令和２年１月１４日（火） 参加申込書等必要書類（１）～（８）提出期限 

令和２年１月１７日（金） １次審査結果通知 

令和２年１月２４日（金） ２次審査実施 

令和２年１月２８日（火） ２次審査結果通知 

 

１３ その他 

（１）このプロポーザルに係る一切の費用については、事業所の負担とし、提出された書

類等は返却しない。 

（２）事業者が、他社に権利を有している著作物等を引用し、トラブルが発生した場合の

責任は、すべて事業者が負うものとする。 

（３）参加申込書提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式）を提出すること。 

 

１４ 提出先及び問い合わせ先 

長島町 総務課 担当：脇田 

〒899-1401 鹿児島県出水郡長島町鷹巣１８７５番地１ 

電話 0996-86-1111 FAX 0996-86-0950 

E-mail soumu@town.nagashima.lg.jp 


